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目に見えない煙でも

害はあり、あつという間に

簡単に広がりま魂

平成22年6月 18日 に閣議決定された「新成長戦略」では、2020年までの目標として、「受動喫煙の無い職場の実現」が掲げ
られています。厚生労働省では、この目標の達成に向け、事業場の取組を促進するため、喫煙室設置の際の財政的支援、受動
喫煙防止対策に関する技術的な問い合わせに対応する専門家による相談対応などの技術的支援を行うこととしています。
さらに、関係団体、学識関係者、労使等から構成される円卓会議を開催 し、業種別の取組内容や国民のコンセンサスの形成
のための施策等について議論することとしています。

このパンフレットでは、事業者の皆様にぜひ知っておぃてぃただきたい、またぜひ取り組んでいただきたい内容について、
分かりやすく解説しています。

0 厚生労働省0都道府県労働局・労働基準監督署
http:〃wwwomhtwogo.jp

ひと、くらしみらいのために
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ける安全衛生対策について提言され(※ )、 その一項目として、職場における受動喫煙防止対策の

今後の方向性が示されました。

事業者の皆様に取り組んでいただきたい対策は、

金面纂燿
建物や車両内全体を常に禁煙とすること.

すべての人を受動喫煙から守る、確実で

簡単な方法です。コストもかからず、喫煙

室を清掃する手間も省くことができます。

平成22年 12月 22日 、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会から、今後の職場にお

以下のとおりです。
(※ 労働政策審議会建議「今後の職場における安全衛生対策について」)

ソフト・ハード両面での対策で

全面禁煙ヘスムーズに移行

ここでは全面禁煙へ移行した事業場の例をご紹介 します。敷地内に事務棟や工場が点在するこの事業場では、平成21年

10月 1日付で建物の各フロアに設置されていた喫煙スペースを廃止、喫煙は屋外と建物屋上の喫煙所に限定する、全面禁

煙に踏み切りました。それに先立ち、平成19年度以降、社用車の禁煙化、たばこ自販機の撤去などハー ド面の対策と並行

して、禁煙教室の定期的な実施、産業医による禁煙相談、ニコチンパッチの無料配布など禁煙支援活動も積極的に展開、

その結果平成19年度には26.8%だ った喫煙率が、平成22年度には20.2%へ と減少 しました。喫煙者に対 し受動/能動喫

煙の害を周IElし 、意識改革 。行動変容へと結び付けたことが、成功の秘訣といえそうです。

東屋風の屋外喫煙所。平成20年度に設

置場所を検討したうえで予算化し、全面

禁煙に合わせ完成させた。敷地内にはこ

の喫煙所を含め、屋外喫煙所が数力所設

置されている

中庭に設けられた喫煙所。今後は非喫煙

者の通行が多い喫煙所を廃上し、建物か

ら離れた場所に集約することも検討中

喫煙所には、喫煙マナーに関する注意書

き、啓発のチラシで、路上喫煙の防止や

非喫煙者への心配りを訴える

全面禁煙に先立ち禁煙化された社用車。
「禁煙車」のステッカーが貼られる

盗間分煙
喫煙室でのみ喫煙を認め

喫llT室以外の場所を禁煙とすること。

たばこ煙の漏れを防ぐには

喫煙室外の

粉じん濃度

饉産,二姜|

増力0しないこと
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「職場における喫煙対策のためのガイドライン(平成15年5月9日付、厚生労働省労働基準局

長通達)」 では、職場の受動喫煙防止対策を進めるにあたり、体制の整備が求められています。

事業者、管理監督者、働く人がお互いに協力し、おのおのの役割と責任を明確にしたうえで、

取り組む必要があります。

法律の周lllなどを

徹底し、率先して行

動することが求めら

れます。  「

受動喫煙防止対

策を率先して実施す

るとともに、職員に

対して適切な指導を

行います。

洟鱚鍼鶉鮨鑢魃蒻麒蒻魃輻鰈繹鱚鰤

喫煙はニコチン依存症ととらえて、喫煙者の禁煙

をサポートしていきましょう。喫煙と健康に関する

研修や請習会等を開催したり、健診時などの機会を

利用し、喫煙の影響や禁煙の効果について情報提供

を行うことも効果的です。

また、市販のニコチンガムやニコ

チンパッチの利用、禁煙外来の受診

や処方される禁煙薬を利用すること

で、禁煙の成功率が高まります。

飲食店、ホテル・旅館など顧客が喫煙で

きることをサービスとして提供している職場

でも、全面禁煙や空間分煙の措置をとるこ

とが最適です。     |   ‐   ‐

全面禁煙にしてしまうと客足が遠のいてし

まうのでは、と心配される事業者の方もい

強く糞仄碕巡m、

は鰤熾謳鰊凩輻胚

喫煙者および非喫煙者の双方がお

互いの立場を十分に理解することが

大切です。
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受動喫煙防止対策の周矢□徹底を図る

ため、ポスターやステッカーの掲示、

パンフレットの配布、禁煙場所の表示

等を行い

ましよう。

全面票煙
|

ご協力ください
|

労薔璽言受轟藻煙機会を低握:

法律に沿つた受動

喫煙防止対策に対し

て積極的な協力が求

められます。

せ、また、換 気

らつしゃると思いますが、全面禁煙とした飲食店でも来客数や売上げは変 |■ の効果を評価す

わらないというデータもあります。                    るため、浮遊粉

また、アメリカカリフォルニア州で受動喫煙防上沐 (19‐95年)煎争の売||じん澤1度
の利牢

上げを比較したところ、むしろ売上げが増えたという報告は
'も

あります。   などを行います。

(※ Evatuat on Rev ew∨o131,Nol,75-92,2007)

● 5月 18から

庁舎 内 は禁 煙 と

しております。
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たばこの消費及び受動喫煙が、健康、社会、環境及び経済に及ばす破壊的な影響を減らす

ために、国ごとの個別の対応では限界があることから、世界保健機関(NA/HO)は、法的拘

束力のある国際条約でたばこに関する規制を行うこととし、平成17年2月 に発効しました。

日本もこの「たばこ規制枠組条約」の締約国であり、義務を負つています。鰊儡

_●    ●WHOたばこ規制枠組条約
(平成16年 6月 批准、平成17年2月 発効、平成23年3月 現在172か国が批准)

第8条 たばこの煙にさらされることからの保護

1締約国は、たばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていることを認識する。
2締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされること

からの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び

実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。

ewHoたばこ規制枠組条約第8条履行のためのガイドライン
(平成19年 7月採択)

●100%禁煙以外の措置 (換気、喫煙区域の使用)は 、不完全である

●すべての屋内の職場、屋内の公共の場及び公共交通機関は禁煙とすべきである

隕内の

動血

国内における職場の受動

喫煙防止対策については、

1平 成4年以降、労働安全衛

1生法に定められた快適職場

=形
成の一環として事業者を

‐
指導するとともに、平成15

〈健康増進法と労働安全衛生法による受動喫煙防止対策の関係〉

[努力義務 ]

鱚
[努力義務 ]

(快適職場環境の形成)

対象者 :労働蓄

多数が利用す

施設

年に健康増進法が施行されました。平成22年2月 には、多くの人が利用する公共的な空間

では、全面禁煙であるべきとの健康局長通矢□が出されています。

0健康増進法
(平成14年法律第103号、平成15年 5月 1日 施行)

第25条

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理
する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

●厚生労働省健康局長通知 受動喫煙防止対策について
(平成22年2月 25日 )(抜粋)

4(1)施設・区域における受動喫煙防止対策

受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。
(2)全面禁煙が極めて困難である施設・区域における受動喫煙防止対策

当面の間、喫煙可能区域を設定する等の受動喫煙防止対策を求めることとし、将来的には全面禁煙を目指すことを求める。

さらに、WHOのたばこ規制枠組条約の発効、受動喫煙の有害性に関する矢口識の普及や健康

志向の高まりなどを背景として、職場における受動喫煙防止に対する労働者の意識も向上して

いることから、平成22年 12月 22日 に労働安全衛生法における快適職場形成の一環とした取組

の見直しが必要な状況であるとの建議が、労働政策審議会より行われました。

●今後の職場における安全衛生対策について

労働政策審議会安全衛生分科会報告書概要

●一般の事務所、工場等については、全面禁煙や空間分煙とすることを事業者の義務とすることが適当
●飲食店等の顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所についても、同様の措置を取ることが適当であるが、それが困

難な場合には、当分の間、換気等により可能な限り労働者の受動喫煙の機会を低減させることを事業者の義務とすることが適当
●国民のコンセンサスの形成に努め、できるだけ早期に新成長戦略の目標を達成できるよう取組を推進
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